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告 示

滋賀県告示第253号

滋賀県中小企業振興資金融資要綱 (昭和59年滋賀県告示第211号) の一部を次のように改正する｡

平成19年４月１日

滋賀県知事 嘉 田 由 紀 子

第２条第９号を次のように改める｡

� 再生手続開始申立等事業者 中小企業信用保険法第２条第３項第１号の規定による経済産業大臣の指定を受

けた事業者をいう｡

第３条第１号から第４号までを次のように改める｡

� 経営支援資金

� セーフティネット資金

� 政策推進資金

� 短期事業資金

第３条中第６号から第13号までを削り､ 第14号を第６号とする｡

第５条第１号中 ｢１年｣ を ｢６箇月｣ に､ ｢｡ (開業資金､ 組織強化育成資金､ 若手ベンチャー支援資金､ 特定産業

振興資金 (別表11融資対象者の欄�または�に該当する融資対象者に係る資金に限る｡)｣ を ｢(経営支援資金 (別表

１資金使途の欄設備資金または運転資金に該当する資金であつて､ 同表１融資対象者の欄１�に該当する融資対象

者に係るものに限る｡)､ 開業資金｣に､ ｢別表14｣ を ｢同表６｣に､ ｢除く｡)｣ を ｢除く｡)｡｣ に改める｡

第７条第２項中 ｢開業資金､ 経済変動対策資金､ 経営安定借換資金､ 中小企業再生支援資金､ 若手ベンチャー支援

資金､ 特定産業振興資金 (別表11融資対象者欄�または�に該当する融資対象者に係る資金に限る｡)｣ を ｢セーフ

ティネット資金､ 政策推進資金 (別表３資金使途の欄経営革新推進資金または特定産業振興推進資金に該当する資金

を除く｡)､ 短期事業資金 (同表４資金使途の欄運転資金に該当する資金であつて､ 同表融資対象者の欄�に該当す

る融資対象者に係るものに限る｡)､ 開業資金｣に､ ｢小規模企業者経営安定資金 (小規模事業資金)｣ を ｢経営支援資金

(同表１資金使途の欄設備資金または運転資金に該当する資金であつて､ 同表１融資対象者の欄１に該当する融資対

象者に係るものを除く｡)｣ に改める｡

第９条ただし書中 ｢および下請企業振興資金｣を削る｡

第10条の見出しを ｢(融資の申込み等)｣ に改め､ 同条第２項を次のように改める｡

２ 政策推進資金 (別表３資金使途の欄中心市街地活性化等推進資金に該当する資金であつて､ 同表３融資対象者の

欄�に該当する融資対象者に係るものに限る｡) の融資を受けようとする者は､ 前項の規定による借入申込書類の

提出前にあらかじめ知事に申請し､ 融資対象の認定を受けなければならない｡

第10条に次の２項を加える｡

３ 前項の規定による申請は､ 別に定める融資対象者認定申請書に必要な書類を添えて､ 中小企業団体を経由して､

行わなければならない｡

４ 知事は､ 前項の融資対象者認定申請書の提出があつたときは､ その内容について審査を行い､ 融資対象者として

認定したときは融資対象者認定書を､ 融資対象者として認定しなかつたときは書面を､ 認定申請者に交付する｡

第11条第１項中 ｢経営合理化資金､ 小規模企業者経営安定資金 (小規模事業資金) (年末年始つなぎ資金に限る｡)､

組織強化育成資金 (借入金額が3, 000万円を超える設備資金を除く｡)､ 経済変動対策資金､ 経営安定借換資金､ 特定

平成 19 年 (2007年) 4 月 1 日 � � � � � 号 外 � 1

この公報は､ 再生紙を使用しています｡



産業振興資金 (別表 11融資対象者の欄�に該当する融資対象者に係る資金に限る｡) および経営革新支援資金｣ を

｢経営支援資金､ セーフティネット資金､ 政策推進資金 (別表３資金使途の欄再生推進資金またはＢＣＰ推進資金に

該当する資金を除く｡) および開業資金｣に改める｡

第11条の２を削る｡

第11条の３第１項中 ｢短期事業資金､ 下請企業振興資金､ 中小企業再生支援資金｣ を ｢政策推進資金 (別表３資金

使途の欄再生推進資金またはＢＣＰ推進資金に該当する資金に限る｡)､ 短期事業資金｣ に改め､ 同条を第11条の２

とし､ 同条の次に次の１条を加える｡

第11条の３ 支援プラザは､ 第10条第１項の規定により政策推進資金 (別表３資金使途の欄経営革新推進資金に該

当する資金に限る｡) および開業資金に係る借入申込書類の提出があつたときは､ その内容について調査を行い､

制度の趣旨に合致していると認めたときは､ 融資あつせん書 (別記様式第２号)を取扱金融機関に送付する｡

２ 取扱金融機関は､ 前項の融資あつせん書の送付があつたときは､ 遅滞なく融資内容について審査を行い､ 融資の

適否を決定し､ 借入申込者および関係機関にその旨を通知する｡

３ 取扱金融機関は､ 前項の審査において､ 借入希望条件を変更することができる｡

第11条の４に見出しとして ｢(協議会)｣ を付し､ 同条を次のように改める｡

第11条の４ 経営支援資金 (別表１資金使途の欄設備資金または運転資金に該当する資金であつて､ 同表１融資対

象者の欄２に該当する融資対象者に係るものに限る｡) および開業資金 (同表５融資対象者の欄１に該当する融資対

象者に係る資金に限る｡) について､ 取扱金融機関は第11条第２項または前条第２項の審査を行うに当たり､ 信用

保証協会は第10条第１項の規定による借入申込書類の提出があつた資金に係る第７条第２項に規定する信用保証

の承諾に当たり､ それぞれ必要と認めるときは､ 知事に別に定める協議会 (以下 ｢協議会｣ という｡) による協議を

申し出ることができる｡

２ 知事は､ 前項の規定による申出があり､ 必要があると認めるときは､ 協議会を開催しなければならない｡

３ 協議会は､ 協議を行つたときは､ その結果を書面により､ 取扱金融機関､ 信用保証協会その他の関係機関に通知

するものとする｡

第11条の５から第11条の８までを削る｡

第11条の９中 ｢第11条の３第１項､ 第11条の５第３項もしくは第11条の７第３項｣を ｢第11条の２第１項または

第11条の３第２項｣ に改め､ ｢または第11条の２第２項､ 第11条の４第２項もしくは第11条の６第３項の規定によ

り融資決定通知書の送付を受けたとき｣を削り､ 同条を第11条の５とし､ 第11条の10を第11条の６とする｡

第11条の11中 ｢第11条から第11条の７まで｣を ｢第11条の５｣に改め､ 同条を第11条の７とする｡

第12条を削り､ 第13条を第12条とし､ 第14条を第13条とし､ 第15条を第14条とする｡

別表を次のように改める｡
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別
表
(第
４
条
－
第
８
条
､
第
10
条
関
係
)

１
経
営
支
援
資
金

資
金

使
途

融
資
対
象
者

融
資
限
度
額

融
資
利
率

融
資
期
間

償
還
方
法

担
保

・
保
証
人
等

取
扱
金
融
機
関

借
入
申
込
先

借
入

申
込

書
類

設 備 資 金

経
営
の
合
理
化
､
体

質
改
善
等
を
図
る
た

め
県
内
に
設
置
す
る

施
設
ま
た
は
設
備

(改
造
お
よ
び
修
理

を
含
む
｡)
に
要
す

る
資
金
(中
小
企
業

高
度
化
資
金
の
貸
付

対
象
と
な
る
も
の
お

よ
び
土
地
の
み
を
購

入
す
る
場
合
に
要
す

る
も
の
を
除
く
｡)

１
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者

�
中
小
企
業
者
で
あ

つ
て
､
原
則
と
し
て

直
近
２
か
年
間
の
平

均
経
常
利
益
が

1,
00
0
万
円
以
下
で

あ
る
も
の

�
協
同
組
合
等
お
よ

び
中
小
企
業
者
の
組

織
す
る
会
社

２
中
小
企
業
基
本
法

(昭
和
38
年
法
律
第

15
4
号
)
第
２
条
第
５

項
に
規
定
す
る
小
規
模

企
業
者
で
あ
つ
て
､
原

則
と
し
て
直
近
２
か
年

の
平
均
経
常
利
益
が

70
0
万
円
以
下
で
あ
る

も
の

融
資
対
象
者
の

欄
の
１
に
該
当

す
る
者
に
あ
つ

て
は
､
設
備
資

金
は
所
要
資
金

の
70
％
以
内

で
3,
00
0
万
円

以
内
､
運
転
資

金
は
2,
00
0
万

円
以
内

融
資
対
象
者
の

欄
の
２
に
該
当

す
る
者
に
あ
つ

て
は
､
設
備
資

金
と
運
転
資
金

を
合
算
し
て

1,
50
0
万
円
以

内

融
資
対
象
者
の

欄
の
１
に
該
当

す
る
者
に
あ
つ

て
は
､
年
2.
0

％ 融
資
対
象
者
の

欄
の
２
に
該
当

す
る
者
に
あ
つ

て
は
､
年
1.
95

％

７
年
以
内

据
置
期
間
1
年

以
内
割
賦
償
還

融
資
対
象
者
の

欄
の
１
に
該
当

す
る
者
に
あ
つ

て
は
､
取
扱
金

融
機
関
所
定

融
資
対
象
者
の

欄
の
２
に
該
当

す
る
者
に
あ
つ

て
は
､
原
則
と

し
て
､
信
用
保

証
協
会
保
証
付

商
工
組
合
中
央

金
庫

滋
賀
銀
行

び
わ
こ
銀
行

大
垣
共
立
銀
行

京
都
銀
行

福
井
銀
行

京
都
信
用
金
庫

京
都
中
央
信
用

金
庫

滋
賀
中
央
信
用

金
庫

長
浜
信
用
金
庫

湖
東
信
用
金
庫

滋
賀
県
信
用
組

合 滋
賀
県
民
信
用

組
合

京
滋
信
用
組
合

近
畿
産
業
信
用

組
合

商
工
会
議
所
ま

た
は
商
工
会

(融
資
対
象
者

欄
１
の
�
に
該

当
す
る
者
に
あ

つ
て
は
､
中
小

企
業
団
体
中
央

会
)

借
入
申
込
書
(別
記
様
式
第
1
号
)

県
税
に
未
納
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
証
明
書

許
認
可
､
免
許
､
登
録
等
を
必
要
と
す
る
事

業
に
あ
つ
て
は
､
そ
の
許
認
可
書
等
の
写
し

(以
下
｢許
認
可
書
等
の
写
し
｣
と
い
う
｡)

融
資
対
象
に
係
る
契
約
書
の
写
し
ま
た
は
見

積
書
の
写
し
､
カ
タ
ロ
グ
､
設
計
書
お
よ
び

図
面

融
資
対
象
が
建
築
物
の
場
合
に
あ
つ
て
は
､

建
築
確
認
済
証
の
写
し

最
近
の
試
算
表

直
前
2
期
の
決
算
書
ま
た
は
確
定
申
告
書
の

写
し

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
同
意
書

融
資
対
象
者
の
欄
１
の
�
に
該
当
す
る
者
で

あ
つ
て
､
協
同
組
合
等
の
場
合
は
､
組
合
員

の
現
状
と
実
績
書
お
よ
び
組
合
員
名
簿
､
会

社
の
場
合
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
書
類

運 転 資 金

経
営
の
合
理
化
､
体

質
改
善
等
を
図
る
た

め
に
要
す
る
運
転
資

金
(中
小
企
業
高
度

化
資
金
の
貸
付
対
象

と
な
る
も
の
を
除
く
｡)

５
年
以
内

据
置
期
間
６
月

以
内
割
賦
償
還

借
入
申
込
書
(別
記
様
式
第
1
号
)

県
税
に
未
納
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
証
明
書

許
認
可
書
等
の
写
し

最
近
の
試
算
表

直
前
2
期
の
決
算
書
ま
た
は
確
定
申
告
書
の

写
し

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
同
意
書

年 末 年 始 つ な ぎ 資 金

年
末
年
始
の
資
金
需

要
期
に
要
す
る
小
口

の
運
転
資
金

中
小
企
業
基
本
法
(昭
和

38
年
法
律
第
15
4
号
)
第

２
条
第
５
項
に
規
定
す

る
小
規
模
企
業
者
で
あ
つ

て
､
原
則
と
し
て
直
近
２

か
年
の
平
均
経
常
利
益
が

70
0
万
円
以
下
で
あ
る
も

の

20
0
万
円
以
内

別
に
定
め
る
利

率
３
年
以
内

原
則
と
し
て
､

信
用
保
証
協
会

保
証
付

商
工
会
議
所
ま

た
は
商
工
会
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２
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
資
金

資
金

使
途

融
資
対
象
者

融
資
限
度
額

融
資
利
率

融
資
期
間

償
還
方
法

担
保

・
保
証
人
等

取
扱
金
融
機
関

借
入
申
込
先

借
入

申
込

書
類

設 備 資 金

不
況
に
よ
る
売
上
等

の
減
少
お
よ
び
取
引

先
の
倒
産
等
に
対
処

す
る
こ
と
を
目
的
に
､

経
営
の
安
定
ま
た
は

経
営
の
改
善
を
図
る

た
め
の
資
金
(土
地

の
み
を
購
入
す
る
場

合
に
要
す
る
も
の
を

除
く
｡)

１
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
中
小
企
業
者
等

�
中
小
企
業
信
用
保

険
法
第
２
条
第
３
項

第
１
号
か
ら
第
８
号

ま
で
の
い
ず
れ
か
の

規
定
に
該
当
す
る
者

と
し
て
市
町
村
長
の

認
定
を
受
け
た
者

�
大
規
模
災
害
や
大

型
倒
産
な
ど
県
内
の

経
済
状
況
に
深
刻
な

影
響
が
発
生
す
る
可

能
性
が
あ
る
も
の
と

し
て
知
事
が
別
に
定

め
る
経
済
環
境
の
悪

化
要
因
に
よ
り
､
経

営
の
安
定
に
支
障
を

生
じ
て
い
る
者

8,
00
0
万
円
以

内 (た
だ
し
､
中

小
企
業
信
用
保

険
法
第
２
条
第

３
項
第
１
号
に

該
当
す
る
者
と

し
て
市
町
村
長

の
認
定
を
受
け

た
者
に
あ
つ
て

は
､
再
生
手
続

申
立
等
事
業
者

に
対
す
る
関
連

債
権
額
の
範
囲

内
､
融
資
対
象

者
の
欄

�
に
該

当
す
る
者
に
あ

つ
て
は
､
別
に

定
め
る
額
)

年
1.
5
％

10
年
以
内

(融
資
対
象
者

の
欄
�
に
該
当

す
る
者
の
場
合
､

別
に
定
め
る
期

間
)

据
置
期
間
２
年

以
内
割
賦
償
還

信
用
保
証
協
会

保
証
付

商
工
組
合
中
央

金
庫

滋
賀
銀
行

び
わ
こ
銀
行

大
垣
共
立
銀
行

京
都
銀
行

福
井
銀
行

滋
賀
中
央
信
用

金
庫

長
浜
信
用
金
庫

湖
東
信
用
金
庫

京
都
信
用
金
庫

京
都
中
央
信
用

金
庫

滋
賀
県
信
用
組

合 滋
賀
県
民
信
用

組
合

京
滋
信
用
組
合

近
畿
産
業
信
用

組
合

中
小
企
業
者
に

あ
つ
て
は
商
工

会
議
所
ま
た
は

商
工
会
､
協
同

組
合
等
に
あ
つ

て
は
中
小
企
業

団
体
中
央
会

借
入
申
込
書
(別
記
様
式
第
1
号
)

県
税
に
未
納
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
証
明
書

許
認
可
書
等
の
写
し

最
近
の
試
算
表

直
前
2
期
の
決
算
書
ま
た
は
確
定
申
告
書
の

写
し

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

融
資
対
象
者
の
欄
�
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ

て
は
､
中
小
企
業
信
用
保
険
法
第
２
条
第
３

項
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
書

融
資
対
象
者
の
欄
�
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ

て
は
､
別
に
定
め
る
被
害
確
認
書

個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
同
意
書

融
資
対
象
に
係
る
契
約
書
の
写
し
ま
た
は
見

積
書
の
写
し
､
カ
タ
ロ
グ
､
設
計
書
お
よ
び

図
面

融
資
対
象
が
建
築
物
に
係
る
設
備
資
金
に
あ

つ
て
は
､
建
築
確
認
済
証
の
写
し

運 転 資 金

７
年
以
内

(融
資
対
象
者

の
欄
�
に
該
当

す
る
者
の
場
合
､

別
に
定
め
る
期

間
)

据
置
期
間
１
年

以
内
割
賦
償
還

借
入
申
込
書
(別
記
様
式
第
1
号
)

県
税
に
未
納
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
証
明
書

許
認
可
書
等
の
写
し

最
近
の
試
算
表

直
前
2
期
の
決
算
書
ま
た
は
確
定
申
告
書
の

写
し

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

融
資
対
象
者
の
欄
１
の
�
に
該
当
す
る
者
に

あ
つ
て
は
､
中
小
企
業
信
用
保
険
法
第
２
条

第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
書

融
資
対
象
者
の
欄
１
の
�
に
該
当
す
る
者
に

あ
つ
て
は
､
別
に
定
め
る
被
害
確
認
書

個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
同
意
書

借 換

不
況
に
よ
る
売
上
等

の
減
少
お
よ
び
取
引

先
の
倒
産
等
に
対
処

す
る
こ
と
を
目
的
に
､

既
往
借
入
金
(元
本

返
済
が
開
始
さ
れ
た

後
６
か
月
以
上
経
過

し
､
か
つ
､
遅
滞
な

く
返
済
さ
れ
て
い
る

も
の
に
限
る
｡)
の

次
の
要
件
の
す
べ
て
を
満

た
す
中
小
企
業
者
等

�
中
小
企
業
信
用
保
険

法
第
２
条
第
３
項
第
１

号
か
ら
第
８
号
ま
で
の

い
ず
れ
か
の
規
定
に
該

当
す
る
者
と
し
て
市
町

村
長
の
認
定
を
受
け
た

者
�
保
証
協
会
保
証
付
融

20
,0
00
万
円

以
内
(増
額
分

を
含
む
｡)

年
2.
0
％

７
年
以
内

借
入
申
込
書
(別
記
様
式
第
1
号
)

県
税
に
未
納
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
証
明
書

許
認
可
書
等
の
写
し

最
近
の
試
算
表

直
前
2
期
の
決
算
書
ま
た
は
確
定
申
告
書
の

写
し

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

事
業
計
画
書

中
小
企
業
信
用
保
険
法
第
２
条
第
３
項
の
規

定
に
基
づ
く
認
定
書
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資 金

返
済
負
担
を
軽
減
し

て
資
金
繰
り
を
円
滑

化
し
､
経
営
の
安
定

を
図
る
た
め
の
資
金

(土
地
の
み
を
購
入

し
た
際
に
融
資
を
受

け
た
資
金
を
除
く
｡

増
額
に
つ
い
て
は
､

土
地
の
み
を
購
入
す

る
場
合
に
要
す
る
も

の
を
除
く
｡)

資
(金
融
安
定
化
特
別

保
証
付
融
資
お
よ
び
売

掛
債
権
担
保
融
資
保
証

付
融
資
を
除
く
｡)
を

受
け
て
い
る
者
で
､
借

換
を
行
う
こ
と
で
経
営

の
改
善
が
見
込
ま
れ
る

も
の

個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
同
意
書

３
政
策
推
進
資
金

資
金

使
途

融
資
対
象
者

融
資
限
度
額

融
資
利
率

融
資
期
間

償
還
方
法

担
保

・
保
証
人
等

取
扱
金
融
機
関

借
入
申
込
先

借
入

申
込

書
類

経 営 革 新 推 進 資 金

中
小
企
業
者
等
が
中

小
企
業
の
新
た
な
事

業
活
動
の
促
進
に
関

す
る
法
律
第
２
条
第

６
項
に
定
め
る
経
営

革
新
の
実
施
に
要
す

る
資
金
で
あ
つ
て
､

中
小
企
業
者
等
の
経

営
革
新
が
推
進
さ
れ

る
も
の
(土
地
の
み

を
購
入
す
る
場
合
に

要
す
る
も
の
を
除
く
｡)

中
小
企
業
の
新
た
な
事
業

活
動
の
促
進
に
関
す
る
法

律
第
９
条
第
１
項
の
経
営

革
新
に
関
す
る
計
画
の
承

認
を
受
け
て
そ
の
計
画
を

実
施
す
る
中
小
企
業
者
等

中
小
企
業
者
に

あ
つ
て
は
所
要

資
金
の
80
％

以
内
で
２
億
円

以
内
､
協
同
組

合
等
に
あ
つ
て

は
所
要
資
金
の

80
％
以
内
で

４
億
円
以
内

年
1.
75
％

10
年
以
内

据
置
期
間
２
年

以
内
割
賦
償
還

取
扱
金
融
機
関

所
定

商
工
組
合
中
央

金
庫

滋
賀
銀
行

び
わ
こ
銀
行

大
垣
共
立
銀
行

京
都
銀
行

福
井
銀
行

京
都
信
用
金
庫

京
都
中
央
信
用

金
庫

滋
賀
中
央
信
用

金
庫

長
浜
信
用
金
庫

湖
東
信
用
金
庫

滋
賀
県
信
用
組

合 滋
賀
県
民
信
用

組
合

京
滋
信
用
組
合

近
畿
産
業
信
用

組
合

中
小
企
業
者
に

あ
つ
て
は
商
工

会
議
所
､
商
工

会
ま
た
は
支
援

プ
ラ
ザ
､
協
同

組
合
等
に
あ
つ

て
は
中
小
企
業

団
体
中
央
会

借
入
申
込
書
(別
記
様
式
第
1
号
)

中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関

す
る
法
律
に
基
づ
く
経
営
革
新
計
画
に
係
る

承
認
申
請
書
お
よ
び
行
政
庁
の
認
定
書
の
写

し 県
税
に
未
納
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
証
明
書

許
認
可
書
等
の
写
し

設
備
資
金
に
あ
つ
て
は
､
融
資
対
象
に
係
る

契
約
書
の
写
し
ま
た
は
見
積
書
の
写
し
､
カ

タ
ロ
グ
､
設
計
書
お
よ
び
図
面

融
資
対
象
が
建
築
物
に
係
る
設
備
資
金
の
場

合
に
あ
つ
て
は
､
建
築
確
認
済
証
の
写
し

最
近
の
試
算
表

直
前
2
期
の
決
算
書
ま
た
は
確
定
申
告
書
の

写
し

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
同
意
書

特 定 産 業 振

環
境
産
業
､
観
光
産

業
ま
た
は
健
康
福
祉

産
業
を
営
む
中
小
企

業
者
等
が
事
業
に
要

す
る
設
備
資
金
ま
た

は
運
転
資
金
で
あ
つ

て
､
当
該
産
業
の
振

興
が
推
進
さ
れ
る
も

の
(設
備
資
金
に
あ

つ
て
は
､
土
地
の
み

を
購
入
す
る
場
合
に

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
中
小
企
業
者
等

�
別
に
定
め
る
環
境
産

業
ま
た
は
健
康
福
祉
産

業
を
営
む
者

�
別
に
定
め
る
観
光
産

業
を
営
む
者
で
あ
つ
て
､

社
団
法
人
び
わ
こ
ビ
ジ

タ
ー
ズ
ビ
ュ
ー
ロ
ー

(以
下
｢ビ
ュ
ー
ロ
ー
｣

と
い
う
｡)
に
加
盟
す

融
資
対
象
者
の

欄
�
に
該
当
す

る
者
に
あ
つ
て

は
､
所
要
資
金

の
80
％
以
内

で
１
億
円
以
内

(運
転
資
金
と

し
て
利
用
す
る

場
合
は
､

2,
00
0
万
円
以

内
)

10
年
以
内

(運
転
資
金
は
､

５
年
以
内
)

据
置
期
間
２
年

以
内
(運
転
資

金
は
､
１
年
以

内
)
割
賦
償
還

中
小
企
業
者
に

あ
つ
て
は
商
工

会
議
所
ま
た
は

商
工
会
､
協
同

組
合
等
に
あ
つ

て
は
中
小
企
業

団
体
中
央
会

借
入
申
込
書
(別
記
様
式
第
1
号
)

事
業
計
画
書

融
資
対
象
者
の
欄
の
�
に
該
当
す
る
者
に
あ

つ
て
は
､
ビ
ュ
ー
ロ
ー
等
の
発
行
す
る
証
明

書 県
税
に
未
納
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
証
明
書

許
認
可
書
等
の
写
し

最
近
の
試
算
表

直
前
2
期
の
決
算
書
ま
た
は
確
定
申
告
書
の

写
し

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
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興 推 進 資 金

要
す
る
も
の
を
除
く
｡)

る
も
の
ま
た
は
ビ
ュ
ー

ロ
ー
に
加
盟
す
る
団
体

に
所
属
す
る
も
の

融
資
対
象
者
の

欄
�
に
該
当
す

る
者
に
あ
つ
て

は
､
所
要
資
金

の
80
％
以
内

で
２
億
円
以
内

(運
転
資
金
と

し
て
利
用
す
る

場
合
は
､

2,
00
0
万
円
以

内
)

個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
同
意
書

設
備
資
金
に
あ
つ
て
は
､
融
資
対
象
に
係
る

契
約
書
の
写
し
ま
た
は
見
積
書
の
写
し
､
カ

タ
ロ
グ
､
設
計
書
お
よ
び
図
面

融
資
対
象
が
建
築
物
に
係
る
設
備
資
金
の
場

合
に
あ
つ
て
は
､
建
築
確
認
済
証
の
写
し

再 生 推 進 資 金

滋
賀
県
中
小
企
業
再

生
支
援
協
議
会
の
支

援
に
よ
り
策
定
さ
れ

た
経
営
改
善
計
画
に

基
づ
く
事
業
を
行
う

た
め
に
要
す
る
資
金

で
あ
つ
て
､
中
小
企

業
者
の
再
生
が
推
進

さ
れ
る
も
の
(土
地

の
み
を
購
入
す
る
場

合
に
要
す
る
も
の
を

除
く
｡)

滋
賀
県
中
小
企
業
再
生
支

援
協
議
会
の
支
援
に
よ
り

策
定
さ
れ
た
経
営
改
善
計

画
に
基
づ
く
事
業
を
実
施

す
る
者

所
要
資
金
に
対

し
て
取
扱
金
融

機
関
が
貸
し
付

け
る
金
額
の

80
％
以
内
で

8,
00
0
万
円
以

内

金
融
機
関
所
定

10
年
以
内

据
置
期
間
２
年

以
内
割
賦
償
還

信
用
保
証
協
会

保
証
付

取
扱
金
融
機
関

借
入
申
込
書
(別
記
様
式
第
1
号
)

県
税
に
未
納
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
証
明
書

経
営
改
善
計
画
書
の
写
し

信
用
保
証
協
会
お
よ
び
取
扱
金
融
機
関
所
定

の
書
類

個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
同
意
書

Ｂ Ｃ Ｐ 推 進 資 金

緊
急
時
企
業
存
続
計

画
(以
下
｢Ｂ
Ｃ
Ｐ
｣

と
い
う
｡)
を
策
定

し
､
そ
の
計
画
に
基

づ
い
た
対
策
を
実
施

す
る
た
め
に
必
要
な

資
金
で
あ
つ
て
､
Ｂ

Ｃ
Ｐ
の
普
及
が
推
進

さ
れ
る
も
の
(土
地

の
み
を
購
入
す
る
場

合
に
要
す
る
も
の
を

除
く
｡)

Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
策
定
し
よ
う
と

す
る
者
ま
た
は
そ
の
計
画

に
基
づ
い
た
対
策
を
実
施

す
る
者

１
億
円
以
内

据
置
期
間
１
年

以
内
割
賦
償
還

別
に
定
め
る
金

融
機
関

取
扱
金
融
機
関

借
入
申
込
書
(別
記
様
式
第
1
号
)

県
税
に
未
納
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
証
明
書

別
に
定
め
る
確
認
書

信
用
保
証
協
会
お
よ
び
取
扱
金
融
機
関
所
定

の
書
類

個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
同
意
書

中 心 市 街 地 活

経
営
の
近
代
化
､
合

理
化
等
を
図
る
た
め

に
要
す
る
設
備
資
金

(土
地
の
み
を
購
入

す
る
場
合
に
要
す
る

も
の
を
除
く
｡)
ま

た
は
運
転
資
金
で
あ

つ
て
､
中
心
市
街
地

に
お
け
る
商
業
等
の

活
性
化
等
が
推
進
さ

れ
る
も
の

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
中
小
小
売
業
者
､
サ
ー

ビ
ス
会
社
､
事
業
組
合
ま

た
は
企
業
組
合

�
中
心
市
街
地
の
活
性

化
に
関
す
る
法
律
(平

成
10
年
法
律
第
92
号
｡

以
下
｢中
心
市
街
地
活

性
化
法
｣
と
い
う
｡)
第

９
条
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
市
町
が
作
成
し
､

同
条
第
６
項
に
よ
り
内

閣
総
理
大
臣
が
認
定
し

所
要
資
金
の

70
％
以
内
で

2,
00
0
万
円
以

内
(運
転
資
金

と
し
て
利
用
す

る
場
合
は
､

1,
00
0
万
円
以

内
)

７
年
以
内

(運
転
資
金
の

場
合
は
､
５
年

以
内
)

据
置
期
間
１
年

以
内
(運
転
資

金
の
場
合
は
､

６
月
以
内
)
割

賦
償
還

商
工
組
合
中
央

金
庫

滋
賀
銀
行

び
わ
こ
銀
行

大
垣
共
立
銀
行

京
都
銀
行

福
井
銀
行

滋
賀
中
央
信
用

金
庫

長
浜
信
用
金
庫

湖
東
信
用
金
庫

京
都
信
用
金
庫

京
都
中
央
信
用

中
小
企
業
者
に

あ
つ
て
は
商
工

会
議
所
ま
た
は

商
工
会
､
協
同

組
合
等
に
あ
つ

て
は
中
小
企
業

団
体
中
央
会

借
入
申
込
書
(別
記
様
式
第
1
号
)

県
税
に
未
納
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
証
明
書

許
認
可
書
等
の
写
し

最
近
の
試
算
表

直
前
2
期
の
決
算
書
ま
た
は
確
定
申
告
書
の

写
し

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
同
意
書

融
資
対
象
者
の
欄
�
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ

て
は
､
別
に
定
め
る
中
心
市
街
地
活
性
化
対

策
資
金
融
資
対
象
者
認
定
申
請
書

設
備
資
金
に
あ
つ
て
は
､
融
資
対
象
に
係
る

契
約
書
の
写
し
ま
た
は
見
積
書
の
写
し
､
カ
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性 化 等 推 進 資 金

た
基
本
計
画
に
お
い
て

定
め
ら
れ
た
中
心
市
街

地
活
性
化
法
第
２
条
に

規
定
す
る
中
心
市
街
地

内
に
お
い
て
､
そ
の
事

業
活
動
に
よ
り
中
心
市

街
地
に
お
け
る
商
業
等

の
活
性
化
が
図
ら
れ
る

と
認
め
ら
れ
る
者

�
大
型
店
の
進
出
に
対

応
し
て
経
営
の
合
理
化

等
を
行
う
資
金
を
必
要

と
す
る
者

金
庫

滋
賀
県
信
用
組

合

タ
ロ
グ
､
設
計
書
お
よ
び
図
面

融
資
対
象
が
建
築
物
に
係
る
設
備
資
金
の
場

合
に
あ
つ
て
は
､
建
築
確
認
済
証
の
写
し

４
短
期
事
業
資
金

資
金

使
途

融
資
対
象
者

融
資
限
度
額

融
資
利
率

融
資
期
間

償
還
方
法

担
保

・
保
証
人
等

取
扱
金
融
機
関

借
入
申
込
先

借
入

申
込

書
類

運 転 資 金

商
品
の
仕
入
れ
､
代

金
決
済
､
従
業
員
の

給
与
等
に
要
す
る
運

転
資
金

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者

�
中
小
企
業
者
(原
則

と
し
て
直
近
２
か
年
間

の
平
均
経
常
利
益
が

1,
00
0
万
円
以
下
で
あ

る
も
の
に
限
る
｡)
､
事

業
協
同
組
合
､
企
業
組

合
､
事
業
協
同
小
組
合
､

協
業
組
合
お
よ
び
商
工

組
合

�
中
小
企
業
者
､
事
業

協
同
組
合
､
企
業
組
合
､

事
業
協
同
小
組
合
､
協

業
組
合
お
よ
び
商
工
組

合
で
あ
つ
て
､
信
用
保

証
協
会
の
売
掛
債
権
担

保
融
資
保
証
を
付
け
て

事
業
資
金
を
調
達
し
よ

う
と
す
る
も
の

融
資
対
象
者
の

欄
�
に
該
当
す

る
者
に
あ
つ
て

は
､
1,
50
0
万

円
以
内

融
資
対
象
者
の

欄
�
に
該
当
す

る
者
に
あ
つ
て

は
､
11
,1
00

万
円
以
内

融
資
対
象
者
の

欄
�
に
該
当
す

る
者
に
あ
つ
て

は
､
年
2.
15

％ 融
資
対
象
者
の

欄
�
に
該
当
す

る
者
に
あ
つ
て

は
､
金
融
機
関

所
定

融
資
対
象
者
の

欄
�
に
該
当
す

る
者
に
あ
つ
て

は
､
１
年
以
内

融
資
対
象
者
の

欄
�
に
該
当
す

る
者
に
あ
つ
て

は
､
割
賦
ま
た

は
一
括
償
還

融
資
対
象
者
の

欄
�
に
該
当
す

る
者
に
あ
つ
て

は
､
原
則
と
し

て
一
括
償
還

融
資
対
象
者
の

欄
�
に
該
当
す

る
者
に
あ
つ
て

は
､
取
扱
金
融

機
関
所
定

融
資
対
象
者
の

欄
�
に
該
当
す

る
者
に
あ
つ
て

は
､
信
用
保
証

協
会
保
証
付

商
工
組
合
中
央

金
庫

滋
賀
銀
行

び
わ
こ
銀
行

大
垣
共
立
銀
行

京
都
銀
行

福
井
銀
行

京
都
信
用
金
庫

京
都
中
央
信
用

金
庫

滋
賀
中
央
信
用

金
庫

長
浜
信
用
金
庫

湖
東
信
用
金
庫

滋
賀
県
信
用
組

合 滋
賀
県
民
信
用

組
合

京
滋
信
用
組
合

近
畿
産
業
信
用

組
合

取
扱
金
融
機
関

借
入
申
込
書
(別
記
様
式
第
1
号
)

県
税
に
未
納
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
証
明
書

保
証
協
会
お
よ
び
取
扱
金
融
機
関
所
定
の
書

類 個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
同
意
書

手 形 割

親
事
業
者
か
ら
下
請

代
金
と
し
て
受
け
取
っ

た
手
形
期
間
が
15
0

日
以
内
の
商
業
手
形

の
割
引

支
援
プ
ラ
ザ
に
受
注
企
業

と
し
て
登
録
し
て
い
る
下

請
事
業
者

1,
50
0
万
円
以

内
年
2.
15
％

15
0
日
以
内

商
業
手
形
決
済

取
扱
金
融
機
関

所
定

借
入
申
込
書
(別
記
様
式
第
1
号
)

支
援
プ
ラ
ザ
登
録
通
知
書
(申
込
窓
口
で
提

示
)

当
該
手
形
の
振
出
し
の
原
因
と
な
つ
た
商
取

引
を
証
す
る
書
類
の
写
し

県
税
に
未
納
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
証
明
書

許
認
可
書
等
の
写
し

最
近
の
試
算
表
お
よ
び
直
前
2
期
の
決
算
書

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
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引
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
同
意
書

５
開
業
資
金

資
金

使
途

融
資
対
象
者

融
資
限
度
額

融
資
利
率

融
資
期
間

償
還
方
法

担
保

・
保
証
人
等

取
扱
金
融
機
関

借
入
申
込
先

借
入

申
込

書
類

設 備 資 金

県
内
で
新
た
に
事
業

を
開
始
す
る
た
め
ま

た
は
事
業
を
開
始
後
､

事
業
基
盤
の
確
立
を

図
る
た
め
に
要
す
る

資
金
(土
地
の
み
を

購
入
す
る
場
合
に
要

す
る
も
の
を
除
く
｡)

１
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
で
所
要
資
金

の
２
割
以
上
の
別
に
定

め
る
自
己
資
金
相
当
額

を
有
し
て
い
る
も
の

�
事
業
を
営
ん
で
い

な
い
者
で
開
業
し
よ

う
と
す
る
者
ま
た
は

開
業
も
し
く
は
設
立

後
１
年
を
経
過
し
て

い
な
い
者

�
会
社
で
あ
つ
て
､

自
ら
の
事
業
の
全
部

ま
た
は
一
部
を
継
続

し
て
実
施
し
つ
つ
､

新
た
に
会
社
を
設
立

し
､
か
つ
当
該
新
た

に
設
立
さ
れ
る
会
社

が
事
業
を
開
始
す
る

具
体
的
な
計
画
を
有

す
る
も
の
ま
た
は
自

ら
の
事
業
の
全
部
ま

た
は
一
部
を
継
続
し

て
実
施
し
つ
つ
新
た

に
会
社
を
設
立
し
た

会
社
で
あ
つ
て
､
当

該
新
た
に
設
立
し
た

会
社
が
設
立
後
１
年

を
経
過
し
て
い
な
い

も
の

２
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
中
小
企
業
者
で

所
要
資
金
の
２
割
以
上

の
自
己
資
金
相
当
額
を

有
し
て
い
る
も
の

�
事
業
を
営
ん
で
い

な
い
個
人
が
新
た
に

事
業
を
開
始
し
た
場

合
で
あ
つ
て
､
当
該

事
業
を
開
始
し
た
日

以
後
１
年
を
経
過
し
､

か
つ
､
５
年
を
経
過

し
て
い
な
い
も
の

設
備
資
金
と
運

転
資
金
を
合
算

し
て
1,
50
0
万

円
(融
資
対
象

者
の
欄
１
の
�

に
掲
げ
る
者
で

あ
つ
て
､
１
月

以
内
に
新
た
に

事
業
を
開
始
す

る
具
体
的
な
計

画
を
有
す
る
も

の
ま
た
は
２
月

以
内
に
新
た
な

会
社
を
設
立
し

当
該
会
社
が
事

業
を
開
始
す
る

具
体
的
計
画
を

有
す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
､
別

に
定
め
る
自
己

資
金
相
当
額
の

範
囲
内
)

年
1.
95
％

７
年
以
内

据
置
期
間
１
年

以
内
割
賦
償
還

信
用
保
証
協
会

保
証
付

商
工
組
合
中
央

金
庫

滋
賀
銀
行

び
わ
こ
銀
行

大
垣
共
立
銀
行

京
都
銀
行

福
井
銀
行

京
都
信
用
金
庫

京
都
中
央
信
用

金
庫

滋
賀
中
央
信
用

金
庫

長
浜
信
用
金
庫

湖
東
信
用
金
庫

滋
賀
県
信
用
組

合 滋
賀
県
民
信
用

組
合

京
滋
信
用
組
合

近
畿
産
業
信
用

組
合

商
工
会
議
所
､

商
工
会
ま
た
は

支
援
プ
ラ
ザ

借
入
申
込
書
(別
記
様
式
第
1
号
)

別
に
定
め
る
創
業
計
画
書

住
民
税
の
納
税
証
明
書
(法
人
の
場
合
に
あ

つ
て
は
､
代
表
者
の
み
)

事
業
開
始
後
１
年
以
上
の
者
に
あ
つ
て
は
､

県
税
に
未
納
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
証
明
書

許
認
可
書
等
の
写
し

自
己
資
金
を
客
観
的
に
確
認
で
き
る
書
類
の

写
し

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
同
意
書

別
に
定
め
る
申
込
書
類

設
備
資
金
に
あ
つ
て
は
､
融
資
対
象
に
係
る

契
約
書
の
写
し
ま
た
は
見
積
書
の
写
し
､
カ

タ
ロ
グ
､
設
計
書
お
よ
び
図
面

融
資
対
象
が
建
築
物
に
係
る
設
備
資
金
の
場

合
に
あ
つ
て
は
､
建
築
確
認
済
証
の
写
し

運 転

県
内
で
新
た
に
事
業

を
開
始
す
る
た
め
ま

た
は
事
業
を
開
始
後
､

事
業
基
盤
の
確
立
を

図
る
た
め
に
要
す
る

運
転
資
金

５
年
以
内
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資 金

�
事
業
を
営
ん
で
い

な
い
個
人
が
設
立
し

た
会
社
で
あ
つ
て
､

設
立
後
１
年
を
経
過

し
､
か
つ
､
５
年
を

経
過
し
て
い
な
い
も

の
�
自
ら
の
事
業
の
全

部
ま
た
は
一
部
を
継

続
し
て
実
施
し
つ
つ

新
た
に
会
社
を
設
立

し
た
会
社
で
あ
つ
て
､

当
該
新
た
に
設
立
し

た
会
社
が
設
立
後
１

年
を
経
過
し
､
か
つ
､

５
年
を
経
過
し
て
い

な
い
も
の

６
経
済
振
興
特
区
資
金

資
金

使
途

融
資
対
象
者

融
資
限
度
額

融
資
利
率

融
資
期
間

償
還
方
法

担
保

・
保
証
人
等

取
扱
金
融
機
関

借
入
申
込
先

借
入

申
込

書
類

設 備 資

滋
賀
県
経
済
振
興
特

別
区
域
(以
下
｢特

区
｣
と
い
う
｡)
内
に

お
い
て
特
区
事
業
の

実
施
主
体
が
特
区
事

業
を
行
う
た
め
に
設

置
す
る
施
設
ま
た
は

設
備
に
要
す
る
資
金

(土
地
の
み
を
購
入

す
る
場
合
に
要
す
る

も
の
を
除
く
｡)

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
中
小
企
業
者

�
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
中
小
企
業
者

ア
事
業
を
営
ん
で
い

な
い
個
人
で
あ
つ
て
､

１
月
以
内
に
新
た
に

事
業
を
開
始
す
る
具

体
的
な
計
画
を
有
す

る
者
ま
た
は
事
業
を

営
ん
で
い
な
い
個
人

が
新
た
に
事
業
を
開

始
し
た
場
合
で
あ
つ

て
､
当
該
事
業
を
開

始
し
た
日
以
後
５
年

を
経
過
し
て
い
な
い

も
の

イ
事
業
を
営
ん
で
い

な
い
個
人
で
あ
つ
て
､

２
月
以
内
に
新
た
な

会
社
を
設
立
し
､
当

該
会
社
が
事
業
を
開

始
す
る
具
体
的
計
画

を
有
す
る
者
ま
た
は

事
業
を
営
ん
で
い
な

い
個
人
が
新
た
に
会

社
を
設
立
す
る
場
合

融
資
対
象
者
欄

�
に
該
当
す
る

者
に
あ
つ
て
は
､

設
備
資
金
と
運

転
資
金
を
合
算

し
て
1,
50
0
万

円
以
内
(開
業

前
の
者
は
､
別

に
定
め
る
自
己

資
金
相
当
額
の

範
囲
内
)

融
資
対
象
者
欄

�
に
該
当
す
る

者
に
あ
つ
て
は
､

設
備
資
金
､
運

転
資
金
を
合
算

し
て
3,
00
0
万

円
以
内

年
1.
5
％

７
年
以
内

据
置
期
間
２
年

以
内
割
賦
償
還

信
用
保
証
協
会

保
証
付

別
に
定
め
る
金

融
機
関

別
に
定
め
る
金

融
機
関

借
入
申
込
書
(別
記
様
式
第
1
号
)

事
業
開
始
前
ま
た
は
事
業
を
開
始
し
た
日
以

後
１
年
を
経
過
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
､
住

民
税
の
納
税
証
明
書
(法
人
の
場
合
に
あ
つ

て
は
､
代
表
者
の
み
)

事
業
を
開
始
し
た
日
以
後
１
年
を
経
過
し
た

者
に
あ
つ
て
は
､
県
税
に
未
納
が
な
い
こ
と

を
証
す
る
証
明
書

特
区
事
業
の
実
施
主
体
で
あ
る
こ
と
の
証
明

書 信
用
保
証
協
会
お
よ
び
取
扱
金
融
機
関
所
定

の
書
類

個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
同
意
書
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金

で
あ
つ
て
､
当
該
会

社
設
立
後
５
年
を
経

過
し
て
い
な
い
も
の

�
事
業
を
開
始
し
た
日

以
後
５
年
を
経
過
し
た

者
の
う
ち
､
次
の
要
件

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の

ア
直
近
決
算
に
お
い

て
経
常
利
益
を
計
上

し
て
い
る
こ
と
｡

イ
直
近
決
算
に
お
い

て
債
務
超
過
で
な
い

こ
と
｡

運 転 資 金

特
区
内
に
お
い
て
特

区
事
業
の
実
施
主
体

が
特
区
事
業
を
行
う

た
め
に
要
す
る
運
転

資
金



別記様式第１号中 ｢取扱金融機関様｣ を

｢商工会議所会頭
商工会会長
滋賀県中小企業団体中央会会長 様

�滋賀県産業支援プラザ理事長
取扱金融機関の長 ｣

に､ ｢第10条の｣を ｢第10条第

１項の｣に､

｢
償 還 方 法

｣

を

｢
年・か月

滋賀県信用保

償 還 方 法
割賦償還・一括償還

据置なし・あり ( か月)

｣

に改め､ 同様式注を削る｡

証協会・その他 ( )

別記様式第２号中 ｢第11条の５関係｣を ｢第11条の３関係｣に､ ｢第10条｣ を ｢第10条第１項｣に改める｡

別記様式第３号を削る｡

付 則

１ この告示は､ 平成19年４月１日から施行する｡

２ 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は､ 平成19年４月１日以後の融資の申込みに係る資金から適

用し､ 同日前に融資の申込みがあった資金については､ なお従前の例による｡
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発行人・発行所 滋 賀 県 大津市京町四丁目１番１号
印 刷 ㈲ハン六タイプ 大津市中央一丁目６番21号

購読料 １箇年 27, 600 円
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